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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈  

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２３年１０月１３日 ２２時１４分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市中島港南防波堤 

松山市所在の伊予中島港南防波堤灯台から真方位１７５°１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.３′ 東経１３２°３８.１′） 

事故調査の経過  平成２３年１１月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

巡視艇 なち、１２７トン 

 １３７１６０、国土交通省 

 ３７.００ｍ×６.７０ｍ×３.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、４,７９８kＷ（合計）、平成１５年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

 二級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１８年５月２４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月２５日 

  免状有効期間満了日 平成２８年５月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部に凹損 

防波堤 コンクリート部の凹損 

 事故の経過 本船は、船長ほか９人が乗り組み、旅客船の火災事故に対応するため、

松山市松山港を緊急出動し、火災現場である中島港に向かった。 

本船は、船長が操船の指揮を行い、航海士及び航海士補Ａの２人が交代

しながら１.５海里レンジとしたレーダーで見張りを行い、航海士補Ｂが手

動操舵に当たって航行した。 

船長は、平成２３年１０月１３日２２時０５分ごろ、東に面した中島港

の南岸から北に延びる中島港南防波堤（以下「本件防波堤」という。）の北

端に設置された緑灯台（以下「本件灯台」という。）の灯光を視認していた

が、本件灯台の北側に北岸から延びる防波堤がより明るくはっきり見えた

ので、漠然と本件灯台の左側に可航域があると思い込んでいた。 

本船は、２２時１１分ごろ伊予中島港南防波堤灯台から０７９°（真方

位、以下同じ。）１,１００ｍ付近で着桟体制に入り、航海士及び航海士補

Ａが、左舷船首の配置に就き、見張りを船長と交代した。 

船長は、約５ノットの対地速力で西進中、本件防波堤まで約５０ｍに接

近したとき、初めて本件防波堤を認め、すぐに全速力後進とした。本船

は、２２時１４分ごろ、伊予中島港南防波堤灯台から１７５°１２０ｍ付
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近において、船首部が本件防波堤に衝突した。 

船長は、すぐに乗組員の負傷の有無、本船の損傷を確認したのち、自力

航行が可能と判断し、火災現場に急行して業務に当たった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期、波高 約０.３ｍ 

月齢等：月齢 １５.５日、月出時刻 １８時０１分 

 その他の事項 本船は、本事故当時、松山海上保安部に派遣され、その指揮下にあり、

松山港での仮泊中、同保安部から出動命令を受けて中島港に向かうことに

なった。 

船長は、中島港への入港は本事故時が初めてであった。 

船長は、本船に本事故発生現場付近の詳細な海図が積まれていなかった

ことから、電子海図により中島港の状況を確認していた。 

本船は、ＧＰＳプロッターを作動していた。 

本件灯台は、伊予中島港南防波堤灯台であり、灯高約８.１ｍ、等明暗緑

光、明３秒暗３秒、光達距離５海里であった。 

本事故発生時、船首配置に４人、船尾配置に３人が就いていた。 

見張りを行っていた航海士及び航海士補Ａは、着桟体制に入る前に本件

防波堤に関する報告をしていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、中島港内を西進中、船長が、レーダー

を活用した見張り及び船位の確認を行わなかった

ことから、本件防波堤に接近していることに気付

かずに航行し、本件防波堤に衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、中島港内を西進中、船長が、レーダーを活用

した見張り及び船位の確認を行わなかったため、本件防波堤に接近してい

ることに気付かずに航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 本事故後、本船は、緊急出動の場合も出航前の打ち合わせ、入航前の港

口状況の確認、乗組員同士の情報交換を活発に行うことを決めた。また、

緊急出動の場合もレーダーの見張り要員を必ず配置し、また、夜間には、

船首配置要員が探照灯を使用し、危険の早期発見に努めることを決めた。 

 




